
 

 

「石川県建設工事標準請負契約約款」（平成８年石川県告示第１４５号） 新旧対照表 

 

現 行 改正後（H30.1.1 施行） 

(工事工程表) 

第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づく工程表を作成し、

発注者に提出しなければならない。 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

(下請負契約等の締結) 

第6条の2 受注者又は下請負人が工事を第三者に委任し、又は請け負わせようと

するときは、受注者は、建設工事標準下請契約約款その他これに準ずる内容を

有する書面をもって契約を締結し、又は締結させるように努めなければならな

い。 

2  受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を石川県内に本

店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所を含む。）を有

する者の中から選定するよう努めなければならない。 

3  受注者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額（当該下

(工程表及び請負代金内訳書) 

第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づく工程表を作成し、発

注者に提出しなければならない。 

2  発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して請負代金内訳書（以下「内

訳書」という。）の提出を求めることができる。 

3 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示す

るものとする。 

4 工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

 

(下請負契約等の締結) 

第6条の2 受注者又は下請負人が工事を第三者に委任し、又は請け負わせようと

するときは、受注者は、建設工事標準下請契約約款その他これに準ずる内容を

有する書面をもって契約を締結し、又は締結させるように努めなければならな

い。 

2  受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を石川県内に本

店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所を含む。）を有

する者の中から選定するよう努めなければならない。 

3  受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法第2条第3



 

請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の合計額）が3,000万円（当

該工事が建築一式工事の場合は、4,500万円）以上になる場合において、次に掲

げる届出の義務を履行していない者（当該届出の義務がない者を除く。次項に

おいて「社会保険等未加入者」という。）である建設業者（建設業法第2条第3

項に規定する建設業者をいう。）を受注者が直接締結する下請契約の相手方と

してはならない。 

(1) 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務 

(2) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務 

(3) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出の義務 

（新設） 

 

 

 

 

 

4  受注者は、前項以外の場合においても、社会保険等未加入者を下請契約の相

手方としないよう努めなければならない。 

5  受注者は、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなけ

ればならない。 

6   受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方

は石川県内に本店を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する

工事材料は石川県産とするよう努めなければならない。 

項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険

等未加入建設業者」という。）を受注者と直接下請契約を締結する下請負人と

してはならない。 

 (1) 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出 

(2) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出 

 (3) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出 

 

 

 

4  前項の規定にかかわらず、受注者は、当該社会保険等未加入建設業者を下請

負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発

注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができ

る。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に当該社会保険等

未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのでき

る書類を発注者に提出しなければならない。 

5  受注者は、第3項に規定する下請負人以外の下請負人についても、社会保険等

未加入建設業者を下請契約の相手方としないよう努めなければならない。 

6  受注者は、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなけ

ればならない。 

7   受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方

は石川県内に本店を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する

工事材料は石川県産とするよう努めなければならない。 



 

 


